
前期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜前期監査報告書（令和３年１０月１日）＞

「処理」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「処理」を実施したもの、又は基準日までに「処理」を実施することを決定したもの　　　　　　　　３０件

【Ｃ：実施しないことを決定済】　基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの　　　　　　　８件

【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの　　　４１件

〇部局監査

No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

1 地
域
振
興
部

足
助
支
所

収
入
事
務

行政財産
目的外使
用許可
（御内製
作工房
鼎館）

【指摘】
　豊田市予算決算会計規則第３８条に
おいて、調定後に納入の通知をしなけ
ればならないと定められているが、調
定前に納入の通知がされていた。

2
頁

1 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　納入通知を兼ねた形の使用許可通
知書の差替えは可能であるが、昨年
度の事務処理案件であり、既に使用
申請者（ソフトバンク（株））から
正しく納入されている。このことか
ら、使用申請者に書類の差替え依頼
することで新たに事務手続きや行政
への不信感を与えてしまうことが懸
念されるため、書類の差替えをしな
いことを令和３年６月２３日に決定
した。

Ａ：実施済
又は決定済

　施設の使用許可通知は、申請を受けた後、迅速
にその旨を通知するが、納入通知書の送付につい
ては、翌年度の４月以降に改めて送付する旨を記
載する。
また、納入通知書及び納付書については、歳入調
定の伝票とセットにして決裁を行い、日付の誤り
や金額の誤りを防止することを令和３年６月２３
日に決定。
　他の担当者や他業務では同様の誤った処理は行
われていなかったが、本件に関し、支所内で周知
を図り、再発防止に努めた。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

2 地
域
振
興
部

高
橋
支
所

収
入
事
務

土地建物
貸付収入
（高橋支
所）

【指摘】
　自動販売機設置に係る土地貸付料に
ついては当該年度の純利益から貸付料
を算定すべきところ、前年度の純利益
から算定していた。

2
頁

2 Ａ：実施済
又は決定済

・令和３年６月１８日過年度支払及
び収入の理由書の決裁が完了し、２
２日に会計課・財政課・監査委員事
務局へ経緯等を説明。
・財政課には合わせて過年度支払の
ための予算更正伺を依頼。令和３年
７月６日支払い済。
・令和３年６月２４日に平成３１年
度の不足分の納付を指定管理者に依
頼。令和３年６月３０日に納付済。

Ａ：実施済
又は決定済

・賃貸借料及び目的外収入等歳入にあたるもの
は、それぞれファイルがあるため、そのファイル
に処理内容及び時期等記載した事務処理手順を添
付する。添付した事務処理手順は、年度末に担当
長が変更事項などを確認し、変更があれば、新し
い事務処理手順を添付する。担当長の確認後、副
支所長が再度確認をする。令和３年７月７日に実
施済。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 1 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

3 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

収
入
事
務

県収入証
紙売払金

【指摘】
　原符（領収書の控え）の取扱いにお
いて、領収印が無いもの、金額欄に
￥字が冠されていないもの及び書き損
じ等のため未発行となった際に、失効
表示がされていないものがあった。

2
頁

3 Ａ：実施済
又は決定済

・領収印が無いものについては、令
和３年６月２５日に領収日（令和３
年４月２１日）を確認し、原符に領
収印を押印した。
・￥字が冠されていないもについて
は、領収書を発行した人が特定でき
たため、令和３年６月２５日に謝罪
をし、領収書に￥字を記載した。同
時に原符にも￥字を記入した。
・失効表示がされていないものにつ
いては、令和３年６月２５日に
「×」を記入した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２５日に担当内で原符記入の注意
点を確認した。
令和３年６月２５日に原符記入時の注意点を記載
した下敷きを作成し、記入者が気づきやすくし
た。
　月末に担当長が集計報告書作成時に原符の記載
漏れと、失効した場合の原符の処理が適切に行わ
れているか確認を行うこととした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

4 地
域
振
興
部

地
域
支
援
課

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市地
域振興事
務交付金

【意見】
　豊田市地域振興事務交付金交付要綱
第８条において、実績報告書の内容を
審査し、適当と認めたときに交付金確
定通知書を自治区に送付するものとさ
れているが、地域振興事務交付金の支
払事務に係る手引書では、交付金確定
通知書を自治区に送付した後に実績報
告書（自治区の総会資料）のチェック
を行うこととされており、手順の整合
がとれていない。
　手順の整合が取れるよう手引書を見
直されたい。

3
頁

4 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　令和２年度の地域振興事務交付金
の確定事務処理は終了しており、過
去の手引の修正は意味をなさないた
め、修正を実施しないことを令和３
年７月１日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　この手引書は、もともと当該事務担当者間で手
順等を確認するため、地域支援課担当者がメール
本文に記載していた内容を、平成２６年度から
ワードに写し、事務連絡として支所共有フォルダ
で共有していた。そのため、今後は、本手引を修
正する場合は所属長の決定をとることを７月１日
に決定した。
　また、同時に令和３年度の手引を修正を決定
し、自治推進室内で周知を図った。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

5 地
域
振
興
部

下
山
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市地
域振興事
務交付金

【意見】
　豊田市地域振興事務交付金交付要綱
第８条で行うこととされている実績報
告書（自治区の総会資料）の内容の審
査において、自治区の総会資料の記載
に不備があり、自治区にその詳細を確
認した場合に、当該確認した内容が残
されていなかった。
自治区に確認した場合は、その証跡を
残し、後日においても確認できるよう
事務を改善されたい。

3
頁

5 Ａ：実施済
又は決定済

　地域振興事務交付金において審査
した内容を自治区総会資料に記載
し、確認できる状況に改めた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に審査を行った旨が確認でき
るように事務手順を改め、事務マニュアルを修正
することを決定し、自治推進室内で周知を図っ
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 2 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

6 地
域
振
興
部

松
平
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市地
域振興事
務交付金

【意見】
　豊田市地域振興事務交付金交付要綱
第８条で行うこととされている実績報
告書（自治区の総会資料）の内容の審
査において、自治区の総会資料の記載
に不備があり、自治区にその詳細を確
認した場合に、当該確認した内容が残
されていなかった。
自治区に確認した場合は、その証跡を
残し、後日においても確認できるよう
事務を改善されたい。

3
頁

6 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２３日に自治区に確
認した内容を自治区総会資料に記載
し、確認できる状況に改めた。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に地域支援課が「地域振興事
務交付金の支払い事務手引」を修正。「自治区総
会資料の確認」を項目に掲載し、自治推進室内で
周知を図った。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

7 地
域
振
興
部

松
平
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市自
主防災事
業補助金
（岩倉東
自主防災
会）

【指摘】
　豊田市自主防災事業補助金交付要綱
別表第１において、「処分費、撤去費
は対象外」、「造成工事費は除く。」
とあるが、外構工事（ブロック撤去・
処分費、舗装切断・取壊、アスファル
ト運搬処理費）に係る費用が補助対象
経費から除かれていなかった。

3
頁

7 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２３日に申請書に添
付されていた見積書の項目毎に対象
経費・対象外経費を明記した。
　また、昨年度の交付決定通知書の
「補助対象経費」を訂正する旨を該
当自治区に通達した。（補助金額は
変更無）

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２３日から、申請書に添付された
見積項目毎に、対象経費・対象外経費を明記する
こととした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

8 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

自治区活
動備品整
備事業補
助金（桑
原町自治
区）

【指摘】
　豊田市自治区活動備品整備事業補助
金交付要綱第１０条第１号において、
見積金額が１者１０万円以上となる場
合は、同一型番のもので２者以上の見
積書の写しを交付申請書に添付して提
出することとされているが、１者の見
積書の写ししか添付されていなかった
にもかかわらず、そのまま受理され、
交付決定されていた。

4
頁

8 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２５日に申請団体に
事実確認したところ、申請団体は２
者目の見積を取得保管していた為、
同日にて提出依頼し収受した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に今後チェックシートを用
いて担当者が確認することを決定した。また、
チェックリストを添付の上、決定者まで確認履行
できる体制とした。
　地域支援課担当者から、マニュアルを用いて勉
強会を行ってもらうこととした。
　また、９月期区長会定例会にて補助金に関する
説明会を実施した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

9 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（わく
わく稲武
キャンプ
場準備
会）

【指摘】
　実績報告書に添付された領収書にお
いて、宛名が補助事業者名でなく、ま
た、支払（振込み）のために使用され
た口座も市の補助金が概算払された補
助事業者の口座からではなく、他の個
人の口座からとなっていたが、そのま
ま受理されていた。

4
頁

9 Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に申請団体に
確認したところ、支払いは団体のも
のであることを確認した。領収書も
提出可能であったため同日付で提出
依頼した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に今後チェックシートを用
いて担当者が確認することを決定した。また、
チェックリストを添付の上、決定者まで確認履行
できる体制とした。
　地域支援課担当者から、マニュアルを用いて勉
強会を行ってもらうこととした。
　また、今年度より申請団体に対して補助事業の
適正な執行のための研修会を開催することとし
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 3 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

10 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（小田
木の景観
を愛する
会）

【指摘】
　補助事業者が行った備品購入におい
て、０円で査定された備品（小田木景
観案内看板）を購入していたが、当該
備品を購入するのであれば計画変更承
認申請が必要なところ、計画変更承認
申請が行われていなかった。

4
頁

1
0

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に申請団体に
対して交付金の性質を説明し、計画
変更承認申請を提出するよう依頼し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に申請時から内容が変更さ
れる場合は、必ず事務局に事前相談するよう申請
団体に伝えた。更にこのようなケースについては
一つの事例として申請団体に対しての研修会で報
告することとした。加えて、紛らわしい案件につ
いては地域支援課にも相談の上で処理することと
した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

11 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（OPEN
INABU 実
行委員
会）

【指摘】
　実績報告書に添付された収支決算書
及び変更承認申請書に添付された予算
書において、一致しなければならない
収入の部の合計と支出の部の合計が一
致していなかったが、そのまま受理さ
れていた。

4
頁

1
1

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に申請団体に
収支計算書及び予算書の間違いを説
明し、正しい収支計算書及び予算書
を団体へ提出依頼した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に今後チェックシートを用
いて担当者が確認することを決定した。また、
チェックリストを添付の上、決定者まで確認履行
できる体制とした。
　地域支援課担当者から、マニュアルを用いて勉
強会を行ってもらうこととした。
　また、今年度より申請団体に対して補助事業の
適正な執行のための研修会を開催することとし
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

12 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（OPEN
INABU 実
行委員
会）

【指摘】
　補助事業者が行った備品購入におい
て、２者見積りで安価であった者から
備品を購入するのではなく、見積りを
とった２者から分けて購入していた
が、そのまま実績報告書が受理されて
いた。

5
頁

1
2

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に補助金額に
影響がないことを確認し、申請団体
に理由書の提出を依頼した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に請時から内容が変更され
る場合は、必ず事務局に事前相談することを申請
団体に伝えた。更にこのようなケースについては
一つの事例として申請団体に対しての研修会で報
告することとした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

13 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（OPEN
INABU 実
行委員
会）

【指摘】
　補助事業者が行った備品購入におい
て、購入した数量が交付申請時の１２
から１０に減っており、計画変更承認
申請が必要なところ、計画変更承認申
請が行われていなかった。

5
頁

1
3

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２９日に申請団体に
対して公金の性質と詳細内容を示す
必要性を説明し、当該変更承認申請
書の理由欄に具体的な変更内容を記
載するよう依頼した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に今後チェックシートを用
いて担当者が確認することを決定した。また、
チェックリストを添付の上、決定者まで確認履行
できる体制とした。
　地域支援課担当者から、マニュアルを用いて勉
強会を行ってもらうこととした。
　また、今年度より申請団体に対して補助事業の
適正な執行のための研修会を開催することとし
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 4 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

14 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

わくわく
事業補助
金（OPEN
INABU 実
行委員
会）

【指摘】
　交付申請書に添付された備品購入に
係る２者見積書において、見積書の品
目の一部が２者で異なっており、比較
できないものであったが、そのまま受
理され、交付決定されていた。

5
頁

1
4

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月３０日に団体に事実
確認したところ、品物は同等品であ
ることを確認した。再度見積書の提
出を求めるのではなく申請団体に同
等品とわかる理由書を添付してもら
うこととした。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２８日に今後チェックシートを用
いて担当者が確認することを決定した。また、
チェックリストを添付の上、決定者まで確認履行
できる体制とした。
　地域支援課担当者から、マニュアルを用いて勉
強会を行ってもらうこととした。
　また、今年度より申請団体に対して補助事業の
適正な執行のための研修会を開催することとし
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

15 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

豊田市財
産区まち
づくり支
援交付金

【指摘】
　豊田市財産区まちづくり支援交付金
交付要綱第１０条に基づき交付金を精
算し、余剰金が生じた場合は市に返還
等を行うこととされている。当該余剰
金の計算については、豊田市財産区ま
ちづくり支援交付金の事務処理に関す
る内規第５項に基づき余剰金を算出す
ることとなっているが、当該余剰金の
算出において、本来算入すべきでない
翌年度への繰越金を交付対象額に算入
したため、余剰金が０円となってい
た。

5
頁

1
5

Ａ：実施済
又は決定済

・「平成２２年３月協議資料」のと
おり、繰越金ではなく余剰金とし
て、翌年度で精算する。
・自治区に対しては区長及び区会計
への説明会、財産区に対しては、９
月財産区議会終了後に各議長に相談
し、まずは１２月の財産区議長連絡
会で説明し、その後に開催される、
３月の財産区議会で全財産区へ説明
することとした。

Ａ：実施済
又は決定済

・自治区に対し、毎年１２月にまちづくり支援交
付金に精算が生じるか否かの調査と次年度に交付
金の申請希望の有無を確認するととする。
・職員の異動が生じた際には、引継ぎ事項として
精算ルールについて「平成２２年３月協議資料」
を用いて担当者、担当長を含め確認を行う。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

16 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

補
助
金
等
交
付
事
務

観光振興
団体事業
補助金

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第２におい
て、１，０００万円超３，０００万円
以下の補助金に係る予算執行伺の決定
者は副部長と定められているが、当該
補助金額は１，５００万円余であるに
もかかわらず、課長（支所長）が決定
していた。

6
頁

1
6

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月３０日に、本来の決
定者である地域振興部自治推進室長
の決定を得た。

Ａ：実施済
又は決定済

　適正な会計事務処理を行うため、稲武支所独自
に稲武支所節別支払伝票チェック表を以前から作
成し活用している。当該チェック表の「添付書
類」の項目に「予算執行伺」の欄があり、令和３
年６月３０日に、本項目に「決定区分は正しいか
確認」の文言を入れることで、支払伝票の作成時
に起票者、検討者、決定者が必ず確認することに
した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

17 総
務
部

行
政
改
革
推
進
課

委
託
業
務

マイナポ
イント予
約申込支
援業務委
託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超３，０００万円
以下の委託費積算書の決定者は副部長
と定められているが、当該委託に係る
積算金額は１，８００万円余であるに
もかかわらず、課長が決定していた。

6
頁

1
7

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月１０日に適正な決定
区分で改めて決裁を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月１０日から、起案者及び担当長に
よる委託契約チェックリスト（契約課作成）によ
るチェックと積算書のエクセルデータを加工し、
積算金額に応じて決定区分が自動的に選択される
ようにした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

－ 5 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

18 経
営
戦
略
部

市
政
発
信
課

委
託
業
務

豊田市
ホーム
ページ管
理システ
ム更新等
業務委託

【指摘】
　豊田市職務権限規程別表第１におい
て、１，０００万円超の監督員及び検
査員の任命決定者は副部長と定められ
ているが、当該委託に係る積算金額は
４，５００万円余であるにもかかわら
ず、課長が決定していた。

6
頁

1
8

Ａ：実施済
又は決定済

　正しい決定区分に従い令和３年５
月１０日に任命を行った。

Ａ：実施済
又は決定済

　複数年度にわたる契約の検査員・監督員の任命
決定区分は総額により決まることを課内で再確認
した。
　また、ホームページ担当者及び副課長の年度初
めの事務引継書に、検査員・監督員の任命及び決
定区分は総額で判断することを追記することで組
織的なチェック体制を整備した。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

19 総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

コーチン
グ研修業
務委託

【意見】
　仕様書において、委託する業務内容
が明記されていなかった。
　契約相手に業務内容が正確に伝わる
よう、仕様書において明記するよう改
善されたい。

6
頁

1
9

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　本案件は既に委託検査結果通知を
発行済みのため、令和３年６月２３
日に仕様書の修正・差し替えをしな
い旨を決定済み

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２日に、仕様書の様式に「業務の
具体的な方法」と「業務の範囲・手順」の項目を
明記し、担当者による記入漏れが無いようにする
旨を決定済み。監査委員からの意見を踏まえ、予
算執行伺い時に確認者と決裁権者が確認をするこ
とを徹底します。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

20 経
営
戦
略
部

国
際
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

委
託
業
務

豊田市・
デトロイ
ト市姉妹
都市提携
６０周年
記念ロゴ
デザイン
制作委託

【意見】
　仕様書の委託内容に、ロゴマークを
制作すると記載されているが、その成
果物に関する規定（形式・部数等）が
明記されていなかった。
　契約相手に業務内容が正確に伝わる
よう、仕様書において明記するよう改
善されたい。

7
頁

2
0

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　当該委託案件は検査合格し、すで
に完了していることから、変更契約
は行わず、仕様書の内容を変更しな
いことを決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２３日、契約課作成の「委託契約
チェックリスト」に、業務委託における仕様書の
作成前に、今回の意見を確認する項目を追加し
た。
　今後は、この委託契約チェックリスト（令和３
年６月２３日追記版）を活用して業務を進めるよ
う課内で周知徹底した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

21 地
域
振
興
部

旭
支
所

委
託
業
務

ツキノワ
グマ生息
状況調査
業務委託

【意見】
　仕様書において、調査に使用するセ
ンサーカメラ（３０台）は市より貸与
し、受託者は作業完了後は貸与品を遅
滞なく返却しなければならないとされ
ているが、借用書が交わされていな
かった。
　後日、疑義が生じないよう当該物品
に係る借用書を交わすことが望まし
い。

7
頁

2
1

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　当該案件は既に完了しており、貸
与品は返却されていることから、改
めて作成することはしない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２３日、物品の貸与の際は、借用
書を作成することを確認する。
　委託契約チェックシートに、委託業務届出時、
「市の備品等を貸し出す際は、借用書を渡し、提
出されているか。」完了報告時「貸し出した備品
等の受領書（写し）があるか」項目を追加し、職
員に周知した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 6 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

22 経
営
戦
略
部

情
報
戦
略
課

委
託
業
務

新たな行
政サービ
スの構築
に向けた
業務の改
善策及び
ＩＣＴの
導入の検
討に関す
る業務委
託

【指摘】
　仕様書において実施することとなっ
ている「ＩＣＴを活用した職員満足度
調査」について、当該業務を双方打合
せのうえ実施しないこととしたにもか
かわらず、変更契約に係る手続が行わ
れていなかった。

7
頁

2
2

Ａ：実施済
又は決定済

　令和２年１２月１１日に、受託者
と協議の上、変更協議書を交わし
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　今後、委託事業を行う際には、契約時の打合せ
において、事業の検討状況を踏まえて実施の有無
を判断するような作業については、変更契約を行
うことを議事録に残し、了解する。

令和３年５月７日課内打合せにて課内職員に共
有。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

23 地
域
振
興
部

藤
岡
支
所

委
託
業
務

旧藤岡交
流館周辺
敷地草刈
委託
ほか２件

【指摘】
　委託業務仕様書において、業務に
よって発生する苅草、せん定枝、竹の
運搬先を指定しているが、記載されて
いる運搬先と異なる施設に運搬又は引
取られていた。

7
頁

2
3

Ｄ：実施す
ることがで
きない

　本案件は、令和２年度完了済につ
き、当該指摘事項自体を遡及的に是
正することが不可能であるため。

Ａ：実施済
又は決定済

　本案件の発生後、直近の類似委託業務である
「石畳ふれあい広場支障木等伐採委託（令和３年
６月４日契約締結）」の執行に当たり、「苅草、
剪定枝、竹等が発生する委託業務」に関する標準
仕様書を見直し、次の２点を追加した。
①発注者である市と受託者が、個別作業の「実施
日」と発生する苅草等の「運搬先」について、作
業実施日より前に連絡調整すること。
②受託者が、作業実施後に計量伝票等の処分内容
（運搬・処分日、運搬・処分業者、運搬・処分
量）を確認できる書類を発注者に提出すること。
その後、当該業務委託については、履行確認の
上、適正に完了できた（令和３年６月１６日）。
そこで、以後の類似委託業務の執行に当たり、上
記２点の追加見直しに止めるだけでなく、①につ
いては、監督員である起案責任者のみならず、検
討者から決定者に至るまで作業情報を共有するた
め、収受回覧手続きを行う旨の方針決定を経て、
所属内での周知徹底を図った（令和３年６月２５
日）。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

24 総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

次世代
リーダー
養成研修
委託
ほか２件

【意見】
　委託費積算書において、契約予定業
者の参考見積りを基に算出しており、
交通費が実際にかかる費用とかい離が
あった。また、宿泊費が複数の委託で
異なる単価が採用されていた。
　委託費の積算方法を検討の上、適正
な単価を採用されたい。

8
頁

2
4

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　本案件は既に委託検査結果通知を
発行済みのため、令和３年６月２３
日に交通費分の精算及び宿泊費の精
算をしない旨を決定済み

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２日に、交通費の積算時は、旅費
申請システムを使用し、合理性のある金額を算定
し、契約予定者の参考見積と比較を行う。大きな
乖離があった場合は、契約予定者に根拠や内容等
を確認する旨を決定済み。
　併せて同日に、宿泊費の積算時は、旅費申請シ
ステムを使用し、合理性のある金額を算定し、契
約予定者の参考見積と比較を行う。大きな乖離が
あった場合は、契約予定者に根拠や内容等を確認
する旨を決定済み。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 7 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

25 総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

ハラスメ
ント相談
窓口業務
委託

【指摘】
　個人情報を取り扱う事務の委託基準
において、当該基準の対象となる業務
の委託には、契約書に個人情報の取扱
いに関する特記を添付することと定め
られているが、添付されていなかっ
た。

8
頁

2
5

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に「豊田市個人
情報の取扱い及び情報セキュリティ
に関する特記に係る覚書」を委託業
者と締結した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２日に特記作成支援ツール使用時
において、疑義が生じていないか複数人でチェッ
クすることを決定した。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

26 経
営
戦
略
部

経
営
戦
略
課

委
託
業
務

市制７０
周年記念
ロゴマー
ク制作業
務委託

【指摘】
　個人情報を取り扱う事務の委託基準
において、当該基準の対象となる業務
の委託には、契約書に個人情報の取扱
いに関する特記を添付することと定め
られているが、添付されていなかっ
た。

8
頁

2
6

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　本案件は昨年度事務処理案件であ
り、委託業務期間が終了し、既に委
託検査結果通知を発行済みのため、
契約書そのものの修正は行わないこ
とを令和３年６月２４日に決定し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２４日に以下の対策を実施した。
・契約事務（個人情報の取り扱い）に関する研修
・本件の委託契約事務工程を再確認
・本件の仕様書の内容を再確認し、データの受け
渡し手法をあらかじめ詳細に規定するべきであっ
たことを共有し、委託業務事務全般で留意する点
として確認。
・隔週の課内打合せにおいて、チェックリスト等
を用いて委託業務の進捗確認の機会を設けること
を決定。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

27 地
域
振
興
部

防
災
対
策
課

委
託
業
務

豊田市災
害情報支
援システ
ム等運用
支援委託

【指摘】
個人情報の取扱い及び情報セキュリ
ティに関する特記において、第１条か
ら第４条までが印字されていなかっ
た。

8
頁

2
7

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２日、本来の特記事
項・条文がそろった契約書と差し替
えしました。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日以降の契約に関する起案・決
裁文書には、予め作成・準備した契約書見本を決
裁文書に添付し、起案及び決裁時には添付した契
約書見本と比較しながら、確認を行うこととして
います。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

28 経
営
戦
略
部

市
政
発
信
課

委
託
業
務

豊田市制
７０周年
記念映像
及び記念
誌等制作
業務委託

【指摘】
　個人情報の取扱いに関する特記第３
条第２項において、再委託する必要が
ある場合は、業務の着手前に書面によ
り再委託する旨を報告しなければなら
ないとされているが、報告されていな
かった。

8
頁

2
8

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月１０日に、再委託に
関する報告書を提出するよう指示
し、受領済。

Ａ：実施済
又は決定済

　個人情報の取扱いに関する特記にある、再委託
する必要がある場合は、下請負承認願の提出と同
時に再委託に関する報告書を提出してもらう必要
があることを課内で再確認した。
　また、委託契約チェックリストに再委託に関す
る報告書の提出有無を確認する事項を追記すると
ともに、予算執行伺段階で、同チェックリストを
添付することで組織的なチェック体制を整備し
た。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

－ 8 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

29 総
務
部

人
事
課

委
託
業
務

ハラスメ
ント相談
窓口業務
委託

【指摘】
　外部委託等におけるセキュリティ管
理基準において、当該基準の対象とな
る業務を外部委託する場合は、契約書
に情報セキュリティに関する特記を添
付することと定められているが、添付
されていなかった。

8
頁

2
9

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に「豊田市個人
情報の取扱い及び情報セキュリティ
に関する特記に係る覚書」を委託業
者と締結した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２日に特記作成支援ツール使用時
において、疑義が生じていないか複数人でチェッ
クすることを決定した。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

30 総
務
部

財
産
管
理
課

委
託
業
務

豊田市役
所受付案
内業務及
び電話交
換業務委
託

【指摘】
　業務委託における長期継続契約の手
引において、検査員及び監督員に変更
を要する場合は、新たに任命すること
とされているが、令和２年度は監督員
が変更となっているにもかかわらず、
監督員の変更に伴う任命が行われてい
なかった。

9
頁

3
0

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月１７日に監督員の変
更任命を令和２年４月１日に遡って
行った。あわせて、同日、監督員の
変更通知書を受託者へ提出した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月１７日から、長期継続契約につい
ては毎年度末の人事異動後の担当打合せ時に検査
員及び監督員の変更の必要性を確認するとともに
課全体の「委託業務一覧表」を作成し、担当内及
び課内全体で共有・チェックできるようにするこ
とで業務の見える化を実施し、再発防止を図るこ
とを決定した。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

31 地
域
振
興
部

稲
武
支
所

委
託
業
務

大井平公
園小水力
発電施設
保守点検
業務委託

【指摘】
　委託契約事務の手引において、変更
協議書は契約相手側の業務担当責任者
が記名及び押印することとされている
が、業務担当責任者でない者（技術
者）が記名及び押印していた。

9
頁

3
1

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２４日に、業務担当
責任者の記名及び押印した変更協議
書を提出依頼し、７月１日に書類を
受領した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月２４日から全ての委託契約で変更
協議書を締結する際には、起案者は必ず委託業務
届出書を始めとした一連の契約事務書類（契約
書、予算執行伺など）を添付して決裁を進めるこ
とで、検討者、決定者が業務担当責任者の氏名が
記載されているかを確認することとした。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

32 地
域
振
興
部

小
原
支
所

委
託
業
務

川見四季
桜の里施
設管理業
務委託

【指摘】
　豊田市契約規則第４２条第３項にお
いて、契約内容の変更協議が整ったと
きは、遅滞なく変更契約書を作成しな
ければならないと定められているが、
作成されていなかった。

9
頁

3
2

Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　既に履行が完了しているため、令
和３年７月１日に是正しないことで
決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　当該発生原因となった箇所は、令和３年４月か
らの新手引きで改善されているため、令和３年７
月１日に指摘事項の内容と、手引きによる確認の
徹底について周知を図った。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

33 総
務
部

法
務
課

委
託
業
務

豊田市立
小学校児
童重大事
故再発防
止検討委
員会調査
報告書検
証業務委
託

【指摘】
　豊田市立小学校児童重大事故再発防
止検討委員会調査報告書検証業務に係
る事務の補助についての承認におい
て、当該承認に係る決定行為が行われ
ていなかった。

9
頁

3
3

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月２１日に、文書管理
システムにおいて補助者協議の承認
に係る決定書を作成し、補完をし
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に、令和３年度の委託業務か
ら委託業務台帳を作成し、補助者協議を含む提出
物等が出されているか等の進捗を課員で共有でき
るようにした。
　下請け承認願い、補助者協議等の仕様書で求め
る協議書は、必ず書面で提出することを明記する
こととした。
　加えて、全ての事務の点検について、必ず複数
の目による確認を実施することとした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 9 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

34 地
域
振
興
部

小
原
支
所

委
託
業
務

川見四季
桜の里コ
ウゾ・ミ
ツマタ展
示畑管理
業務委託

【意見】
　支払に関する特記事項として、委託
料を前金一括で支払うこととされてい
た。
　委託料は業務に対する対価であるた
め、前金払としなければならない明確
な理由がなければ、完了後の支払とさ
れたい。

9
頁

3
4

Ｄ：実施す
ることがで
きない

　既に履行が完了しているため、是
正することができないことを令和３
年７月１日に決定した。

Ａ：実施済
又は決定済

　今回の指摘事項を加筆した委託事務チェックリ
ストを使用して事務を執行することを、令和３年
７月１日に決定した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

35 総
務
部

財
産
管
理
課

委
託
業
務

豊田市役
所本庁舎
等総合管
理業務委
託
ほか２件

【指摘】
　委託料の支払において、仕様書の特
記事項に支払の時期が明記されている
にもかかわらず、当該規定どおりの支
払がされておらず、遅延が見受けられ
た。

1
0
頁

3
5

Ｄ：実施す
ることがで
きない

　当該案件は令和２年度の支払いが
完了しているため、実施できないこ
とを令和３年５月１７日に確認し
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年６月１７日から、課全体の「委託契約
一覧表」を作成するとともに複数回の支払いが必
要な委託契約に対しては、毎月２回の担当打合せ
時に報告書及び請求書の提出状況や期日までに支
出命令を行ったかを確認のチエック表を作成し、
担当内及び課内で共有することで業務の見える化
を実施し、再発防止を図ることを決定した。
　なお、支払い方法を３月末の年１回に変更出来
るものについては実施した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

36 地
域
振
興
部

下
山
支
所

委
託
業
務

下山ト
レーニン
グセン
ター及び
下山運動
場の管理
運営等に
関する指
定管理業
務
ほか２件

【指摘】
　指定管理者選定委員会事務局からの
通知において、使用料の徴収を委託す
る場合には、基本協定書にその旨を規
定することとされているが、使用料の
徴収に係る条文が記載されておらず、
使用料の徴収に係る契約がされていな
かった。

1
0
頁

3
6

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月２３日に、使用料の
徴収に係る条文を記載した変更基本
協定を締結した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に、次期指定管理者との協議
時に、担当者、検討者及び決裁者が条文追加の確
認ができるよう、今回の指摘事項を記載した書類
を関係書類に添付した。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

37 総
務
部

法
務
課

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、前月からの繰
越枚数を確認した際や新たなページを
起こした際は、切手等受払い管理簿の
確認者欄に押印すべきところ、押印さ
れていないものがあった。

1
0
頁

3
7

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月２１日に、庶務担当
長が過去の切手等受払い管理簿を含
め、前月の残数が０であることを確
認し、押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月２１日に、確認が確実になされる
よう、切手等受払い管理簿のファイルの表紙の裏
面に記載例を挟むと同時に、該当箇所を蛍光マー
カーで着色した。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

－ 10 ／ 11 －



No. 部 課

監
査
項
目

事業名等 監査結果

該
当
ペ
ー

ジ

該
当
箇
所

Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止

策」
又は「改善
策」の実施

状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容

最
終
回
答
基
準
日

38 地
域
振
興
部

猿
投
支
所

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、前月からの繰
越枚数を確認した際や新たなページを
起こした際は、切手等受払い管理簿の
確認者欄に押印すべきところ、押印さ
れていないものがあった。

1
0
頁

3
8

Ａ：実施済
又は決定済

・押印漏れのあった令和３年３月月
初の繰越枚数は、令和３年２月末日
に残数確認が済んでいるため、当該
箇所について令和３年６月３０日
に、管理簿の確認者欄に押印した。

Ａ：実施済
又は決定済

・令和３年７月の管理簿から、押印が必要な欄に
㊞マークを印刷し、視覚的に認知できるよう改善
した。
・令和３年７月分から繰越枚数の記入を庶務担当
長以外の者としたうえで、庶務担当長の確認を受
ける体制を整えた。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

39 地
域
振
興
部

小
原
支
所

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、前月からの繰
越枚数を確認した際や新たなページを
起こした際は、切手等受払い管理簿の
確認者欄に押印すべきところ、押印さ
れていないものがあった。

1
0
頁

3
9

Ａ：実施済
又は決定済

　再確認のうえ押印。 Ａ：実施済
又は決定済

　原則のとおり庶務担当長が記載内容を確認する
ことを決定した。
記載方法、確認内容に誤りがないか確認するため
庶務課の切手管理簿記入例を切手受払簿に添付し
た。月末に正・副支所長にて最終確認する。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

40 地
域
振
興
部

小
原
支
所

物
品
の
管
理

切手等受
払い管理
簿

【指摘】
　切手の管理において、受入れ及び保
管枚数を確認した際は、切手等受払い
管理簿の確認者欄に押印すべきとこ
ろ、押印されていなかった。

1
0
頁

4
0

Ａ：実施済
又は決定済

　再確認のうえ押印。 Ａ：実施済
又は決定済

　原則のとおり庶務担当長が記載内容を確認する
ことを決定した。
記載方法、確認内容に誤りがないか確認するため
庶務課の切手管理簿記入例を切手受払簿に添付し
た。月末に正・副支所長にて最終確認する。

令
和
3
年
1
0
月

1
1
日

41 総
務
部

法
務
課

そ
の
他

公印の管
理

【指摘】
　法務課長が管理する公印の使用手続
においては、決定書等に基づいて作成
された公印使用申請書を法務課に提出
し、照合を受けてから公印を押すこと
とされている。しかし、委託業務に係
る事務の補助についての相手方への承
認通知において、承認に係る決定書等
がなかったにもかかわらず、公印（市
長印）が押印されていた。

1
0
頁

4
1

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年５月２１日に、文書管理
システムにおいて補助者協議の承認
に係る決定書を作成し、補完をし
た。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年７月１日に、法務課内における公印使
用においても、担当長以上が決定書等の確認を徹
底するよう改めて周知を図った。
　加えて、全ての事務の点検について、必ず複数
の目による確認を実施することとした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1
日

－ 11 ／ 11 －


